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0.は じめ に

　 19世 紀 の 早世 した 作 家Georg　 Bttchnerの 名 を 我 々 に 親 し く して い る の はGeorg-Bttchner-

Preis(・ ゲオ ル ク ・ビ ュ ー ヒナ ー賞)で あ ろ う。 ドイ ツで も っ とも権 威 あ る文 学 賞 に この 作 家

の名 が 冠 され て い る ので あ る。 ドイ ツ文 学 史 を 一 瞥 した だ け で も、 彼 よ りも高 名 な、 か つ 重 要

な 一 ドイ ツ人 に と って も、　 日本 人 に と って も 一作 家 は い くら で も見 受 け られ る。 何 故 ドイ ツ

最 高 の文 学 賞 が ビ ュー ヒナ ー賞 な のか 。 しか しこ の名 の 由来 は きわ め て 簡 単 で あ る。 ヘ ッセ ン

出身 の作 家Georg　 Bttchnerを 記 念 して1923年 に ヘ ッセ ン州 で創 設 され た文 学 賞 だ か らで あ る。

1933-44年 は 賞 の授 与 は 行 わ れ なか った 。1945年 に ・ゲオル ク ・ビ ュー ヒナ ー記 念 賞 は 新 た に 再

出発 し、 受 賞 者 に 詩 人 のGotfried　 Bennを 選 ん だ 。1956年 機 構 改 編 が 行 わ れ 、 ヘ ッセ ン州 文 部

省 、 ダル ム シ ュタ ッ ト市 お よび ドイ ツ語 学 ・文 学 学 術 院 共 催 と な った 。 受 賞 の対 象 と な る のは 、

ドイ ツ語 の著 作 活 動 に よ る特 に 優 れ た 貢 献 と、 現 代 ドイ ツ文 化 の形 成 に 対 す る本 質 的 な寄 与 で

あ る。 こ の規 定 か ら、 一 つ の作 品 が 受 賞 の対 象 に な る 日本 の芥 川 賞 の場 合 と違 って 、1951年 以

降 の受 賞 者 を 一 覧 す る と、 現 代 ドイ ツ文 学 の主 要 な潮 流 を概 観 す る こ とが 出来 る。

　 こ こで はGeorg　 BttchnerのFlugschrift「 ヘ ッセ ン の急 使 」 の テ クス ト構 成 を 考 察 す る。 そ

の導 入 と して ビ ュー ヒナ ー賞 に つ い て 説 明 した のは 、 日本 で 必 ず しも よ く知 られ て い る とは 限

ら な いBttchnerを 簡 潔 に 紹 介 し、 か つ こ の作 家 に 関 わ るキ ー ワー ドに 目を 向 け るた め で あ る。

そ れ は 彼 の文 学 の持 つ 　 「先 進 性 、 あ るい は現 代 性 」 と、 「ヘ ッセ ン」 で あ る。 た とえ こ こで の

対 象 が 文 学 作 品 で は ない に せ よ、 作 者 の持 つ 現 代 文 学 へ 通 底 す る文 学 的 感 性 や 手 法 は 、 他 の作

品 に も影 響 を 及 ぼ さ ざ るを え ない 。 また 現 代 ドイ ツ文 学 賞 の名 称 と して 少 しも違 和 感 を 起 こ さ

せ な い、 彼 の文 学 の 斬 新 さ が、 研 究 者 を 引 きつ け 、 「ヘ ッセ ンの 急 使 」 に も 目が 向 け られ る こ
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とに な る。 そ の さい 研 究 者 の 関心 は 、 「ヘ ッセ ンの 急 使 」 の分 析 に 当 た って も、 ロマ ン主 義 と

リア リズ ム の橋 渡 しを す る、19世 紀 ドイ ツ文 学 史 上 の 孤 高 の存 在 と評 され るBttchnerの 文 学

的 資 質 に 向か って しま う。 と こ ろが こ の作 品 はLudwig　 Weidig1)と の共 著 な ので あ る。 共 著 と

い うと共 同作 業 に よ って 書 か れ た 、 とい う印象 を 与 え か ね ない が 、 こ の作 品 の場 合 は そ うで は

な く、Bttchnerが 一 人 で 書 い た 原 稿 に後 か らWeidigが 手 を 加 え た ので あ る。　Weidigの 加 筆

に つ い てBttchnerが 全 面 的 に 受 け 入 れ た わ け で は な い に せ よ、 こ の加 筆 原 稿 を 、彼 が さ らに

校 正 す る時 間 は なか った 。Bttchnerの 手 書 き の原 稿 は 残 って い ない 。 そ のた め 、 ヘ ッセ ン の急

使 の研 究 で は こ の二 人 のか き分 け を 突 き止 め よ うと、 きわ め て 緻 密 な分 析 が 行 わ れ て きた 。 し

か し絶 対 的 な成 果 は あ が って い ない 。 この よ うな こ と も、 も しBttchnerが19世 紀 ドイ ツ文 学

史 上独 特 の位 置 を 占め る現 代 性 を 示 す作 家 で な か った ら、事 情 が違 って きた ので は な い だ ろ うか。

　 ヘ ッセ ン大 公 国 は プ ロイ セ ン主 導 に よ る ドイ ツ統 一 が 成 立 す る前 の、 ドイ ツに 存 在 した 多 数

の領 邦 土 の一 つ に しか す ぎ ない 、 ヘ ッセ ン大 公 国 と 同 じよ うな閉 鎖 的 な社 会 状 況 は ドイ ツに 多

数 存 在 して い た 。 しか し ビ ュー ヒナ ーは ヘ ッセ ンで 生 まれ 、 ヘ ッセ ン の政 治 的 、 社 会 的 状 況 を

激 し く批 判 して 、 亡 命 先 のチ ュー リ ッ ヒで 死 ん だ 。 彼 が ヘ ッセ ンで 生 まれ た こ とは 偶 然 か も し

れ な いが 、 彼 の行 動 の舞 台 は ヘ ッセ ンで あ った。Bttchnerの キ ー ワー ドと して ヘ ッセ ンを 挙

げ る こ とは 許 され るで あ ろ う。

　 以 下1.Georg　 Bttchnerに つ い て 、2.時 代 背 景 に つ い て 、3.FlugschriftとTextsorte、

4.「 ヘ ッセ ンの急 使 」 の テ クス トの段 落 構 成 と概 要 、5.お わ りに、 の順 で述 べ る。

1.Georg　 BUchnerに つ い て

　 Georg　 Bttchnerは1813年10月17日 に ダル ム シ ュタ ッ ト近 郊 の ゴ ッデ ラ ウで 町 で も名 望 のあ る

医 師 の長 男 と して 生 まれ た 。 彼 よ りず っ と長 生 き した 弟 も医 師 に な り哲 学 的 な著 作 も刊 行 して

い る。 彼 は1831-33年 シ ュ トラ ー ス ブル ク、1833-34年 ギ ー セ ンで 医 学 、 自然 科 学 、 哲 学 を 専

攻 した 。1934年 反 動 に 対 す る断 固 た る反 対 者 と して ヘ ッセ ンに お け る政 治 的 闘 争 に 参 加 し、3

月 中旬 ギ ー セ ンに 「人 間 の権 利 の た め の協 会 」 を設 立 、 こ こ で彼 はFlugschrift　 rヘ ッセ ン の

急 使 」 の構 想 を 発 表 、3月 下 旬 に は 完 成 した 。 このFlugschriftは 密告 に よ り当 局 の 摘 発 に あ

い 、 ほ とん どが 没 収 され た 。 彼 は1835年 シ ュ トラ ー ス ブル クに 逃 れ 、1836年 チ ュー リ ッ ヒで 医

学 博 士 号 、 大 学 教 授 資 格 を 取 得 、 比 較 解 剖 学 の私 講 師 に な った 。

　 彼 の主 要 な作 品 を も って 彼 は19世 紀 の ドイ ツ文 学 史 上 、 自然 主 義 と表 現 主 義 の先 駆 者 と して

孤 高 の位 置 を 占 め て い る。 短 い シ ー ンを 重 ね る技 法 に お け る、 鋭 い リア リズ ム と幻 視 的 な 表

現 力 を 駆 使 して 一 シ ェー クス ピア と疾 風 怒 濤 に依 りな が ら 一、 「ダ ン トン の死 」 を創 作 した 。

こ の革 命 悲 劇 は 、 革 命 に お い て 重 要 な役 割 を 担 う一 人 の人 間 が 歴 史 の残 酷 な宿 命 に よ って 滅 ば
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され る様 を 描 い て い る。

　 一 人 の兵 士 の貧 困 な 状 況 を 描 いた"ヴ ォイ ツ ェ ッ ク"は 未 完 に終 わ った 。(そ れ ぞれ 異 な る

手 稿 で、 連 続 す る四 つ の場 面 が 残 され て い る。 初 版 は1879年 、 初 演 は1913年)。 一 人 の 小 市 民

の悲 劇 が 、 抑 圧 され た 創 造 物 の存 在 と、 存 在 に 関 す る全 て の恐 怖 に お い て 、 集 中 した 筆 使 い で

描 き 出 され て お り、 最 初 の重 要 な ドイ ツ の社 会 的 ドラ マ と な って い る。

　 断 片 で しか 残 され て い ない のは 、 ドイ ツ と フ ラ ン ス の ロマ ン主 義 、 特 にC.Brentanoに 基 づ

く喜 劇 〉 レオ ンス と レーナ く で あ る。 短 編 小 説 の 断片 〉 レ ンツ く は 「疾 風 、 怒 濤 」 の詩

人J.M.　 R.　Lenzの 精 神 分 裂 病 を描 い て い る。　Bttchnerに は また フ ラ ン ス の作 家 ユ ー ゴ の翻 訳

が あ る。

彼 の作 品 の中 で 最 初 に 出版 され た のは 、 社 会 主 義 的 な響 きを 持 つ 過 激 な民 主 主 義 的 闘 争 の書 、

F.L.　Weidigに よ って 加 筆 され た 、 小 屋 に 平 和 を 、 宮 殿 に 戦 争 を!を モ ッ トー とす る 「ヘ ッセ

ン の急 使 」 で あ る。 生 存 中 に 出 版 され た 文 学 作 品 は 「ダ ン トンの死 」 だ け で あ った 。Bttchner

は1837年2月19日 チ ュー リ ッ ヒで チ フ スで 死 亡 した 。2)

2.時 代 背景 について

　 「ヘ ッセ ン の急 使 」 に お け るヘ ッセ ンは ヘ ッセ ン ・ダル ム シ ュタ ッ ト大 公 国 を 指 す 。 こ のほ

か に も選 定 侯 領 ヘ ッセ ン(ク ー アヘ ッセ ン)ま た は ヘ ッセ ン ・カ ッセル が あ った 。 こ の選 定 侯

の称 号 は ヘ ッセ ン ・カ ッセル 家 が 、 帝 国 直 属 か ら離 脱 した 聖 職 選 定 侯 か ら、 引 き継 ぎ、1803年

の ドイ ツ帝 国 代 表 者 会 議 主 要 決 議 で 授 与 が 決 定 され た も のだ が 、1918年 ドイ ツ帝 国(第 二 帝 政

1871-1918)が 解 体 す る まで 保 持 され た 。 即 ち ドイ ツ領 邦 君 主 の中 で こ の称 号 を 最 後 まで 有 し

た 唯 一 の君 主 で あ った 。 プ ロイ セ ン主 導 に よ る1871年 の ドイ ツ統 一 に い た る19世 紀 前 半 の ド

イ ツに は 大 小30有 余 の領 邦 国 家 が あ った 。 これ らが フ ラ ン ス革 命 後 の ナ ポ レオ ン の侵 攻 へ の対

応 を 迫 られ た ば か りで な く、 オ ー ス トリア の大 連 邦 主 義 、 プ ロイ セ ン の小 連 邦 主 義 に 基 づ く統

一 ドイ ツを 目指 す 動 きに ま き こ まれ て い った
。1866年 の普 懊 戦 争 で は プ ロイ セ ンが オ ー ス トリ

アを 破 り、 そ の結 果 プ ロイ セ ン主 導 の ドイ ツ統 一 に い た る のだ が 、 こ の戦 争 が ドイ ツ戦 争 と も

呼 ば れ る こ とか ら も分 か る よ うに 、 ドイ ツ国 内 の各 領 邦 国 家 は 、 普 懊 い ず れ か の側 に 立 つ こ と

に な り、 こ こに 領 邦 土 の地 図 が 大 き く塗 り替 え られ る こ とに な った 。 ヘ ッセ ンに 関 して い え ば

オ ー ス トリア と 同盟 した ヘ ッセ ン ・カ ッセル は プ ロイ セ ンに 合 併 され 、 ヘ ッセ ン ・ダル ム シ ュ

タ トは そ の領 土 外 の方 伯 領 ヘ ッセ ン ・ホ ン ブル クと ビー デ ン コ ップを 割 譲 しなけ れ ば な ら なか

った 。 即 ち 、1830年 代 の ヘ ッセ ン ・ダル ム シ ュタ ッ トは1866年 以 降 の 領 土 よ り若 干 大 きか っ

た とは い え 、 面 積 約8,000平 方 キ ロ、 人 口 約70万 人 の小 国 で あ った 。 な お 現 在 の ドイ ツ連 邦 共

和 国 のヘ ッセ ン州 は 、 第 二 次 大 戦 後 ワイ マ ール 共 和 国 のヘ ッセ ン ・ダル ム シ ュタ ッ ト州 とヘ ッ
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セ ン ナ ッサ ウ の大 部 分 が 合 併 され て 創 設 され た も ので あ る。

　 多 数 の中 小 領 邦 国 家 の併 存 は 、 そ の国 境 関 税 に よ って ス ム ー ズ な経 済 活 動 の大 き な阻 害 要 因

に な って い た 。 ドイ ツ統 一 の まえ に 、 まず 関 税 同盟 が 成 立 した 所 以 で あ る。 しか しは じめ か ら

全 国 規 模 の単 一 の関 税 同盟 が 可 能 で あ った わ け で は ない 。1828年 に プ ロイ セ ン とヘ ッセ ン ・ダ

ル ム シ ュタ ッ ト間 に 北 部 関 税 同盟 が 締 結 され た 。 そ れ と前 後 して 、 南 ドイ ツ関 税 同盟(バ イ エ

ル ン と ヴ ュル テ ン ブル ク)、 中 部 ドイ ツ通 商 同盟(ザ クセ ン、 ハ ノ ー フ ァー、 クー ア ヘ ッセ ン、

ナ ッサ ウ、 テ ユー リン ゲ ン諸 国)が 成 立 した 。 ドイ ツに 三 つ の関 税 同盟 が 並 立 す る状 態 は 、 か

え って 経 済 状 態 の混 乱 を 招 い た 。 こ こで 経 済 的 に 優 位 に 立 つ 、 プ ロイ セ ンが イ ニ シ ャ テ ィブを

発 揮 し、 他 の二 つ の関 税 同盟 を 切 り崩 し、 つ い に1834年 ドイ ツ関 税 同盟 が 成 立 す るに 至 る ので

あ る。 プ ロイ セ ン とヘ ッセ ン ・ダル ム シ ュタ ッ ト間 に 協 定 が 結 ば れ た と き、 こ の こ とは 後 者 に

と って 決 して 経 済 状 態 の改 善 に は 結 び つ か なか った 。 他 の関 税 同盟 の圧 力 を 招 きか え って 苦 境

に 立 た され た 。 上 記 の よ うに ヘ ッセ ン ・ダル ム シ ュタ ッ トの領 土 は1866年 以 降 に 比 べ れ ば 若 干

大 きか っ た とは い え 、 面 積8,000平 方 キ ロメ ー トル 、人 口700,000人 ほ どの小 国 で 、 ほ とん ど見

るべ き産 業 の ない 、 ほ ぼ 完 全 な農 業 国 で あ った 。1760年 代 よ り産 業 革 命 が 始 ま り、 着 実 に 進 行

して い た イ ギ リスに 比 べ る と、 ドイ ツは 完 全 に 立 ち後 れ て い た 。 当 時 の ドイ ツで は た とえ 大 量

生 産 が 可 能 に な って も、 関 税 障 壁 に よ って そ の流 通 が 阻 まれ 経 済 状 態 の改 善 に は 役 立 た なか っ

た で あ ろ う。 ヘ ッセ ン ・ダル ム シ ュタ ッ トは こ の ドイ ツ の一 小 領 邦 土 と して 若 干 の手 工 業 に よ

る織 物 業 が あ るだ け で あ った が 、 これ で さえ も、 北 部 関 税 同盟 締 結 後 、 中 部 ドイ ツ通 商 同盟 に

属 した 隣 接 の クー アヘ ッセ ン の反 発 を 招 き、 か え って 苦 況 に 立 た され た ので あ る。

　 と こ ろで19世 紀 に は い る と ドイ ツに お い て 、 急 激 な人 口増 が 見 られ る。 こ の原 因 に つ い て は

まだ 完 全 に は 解 明 され て い ない 、 と され て い るが 、 こ の時 代 に は い る とか な り信 頼 で き る統 計

が 残 され て い る ので 、 人 口増 の実 態 が 明 らか に され て い る。 我 々 の問 題 に と って 重 要 な ので 、

『ドイ ツ史 』 の記 述 を そ の ま ま引 用 した い 。

　 「こ こで も注 目す べ きは 、 人 口 の増 加 は 、 も っぱ ら都 市 と農 村 に お け る下 層 民 の増 加 を 意 味

した とい うこ とで あ る。 農 村 に お い て は 、 農 民 層 以 下 の農 業 労 働 者 で あ り、 都 市 に お い て は 、

零 落 した 職 人 や 日雇 い 労 働 者 な どで あ る。 あ るい は そ れ 以 下 の失 業 者 や 乞 食 の層 で あ る。 そ れ

は 、 生 命 を 維 持 す るに 最 低 の、 あ るい は そ れ 以 下 の収 入 で も甘 ん じなけ れ ば な ら ない 大 衆 が 著

し く増 大 した とい うこ とで あ る。 こ の よ うな 「大 衆 的 窮 乏 化 」 の危 機 は 、 ア ーベ ル3)に よれ ば 、

1830年 代 か ら50年 代 が ピー クで あ った 。」4)

こ の記 述 に は さ らに 「人 口 の増 大 と大 衆 的 な窮 乏 化 に た い して は 究 極 的 に は 経 済 の発 展 、 と く

に 工 業 化 の発 展 に よ って しか 対 処 す る こ とが で き ない 」 と続 く。 こ の ドイ ツ全 体 に 対 す る記 述

は 、 ヘ ッセ ン大 公 国 に 限 って も、 そ っ く り当 て は ま る。GroRは 次 の よ うに述 べ て い る。(ヘ ッ

セ ン大 公 国 の)_人 口 は1790年 か ら1850年 の 間 に2倍 に な った。1835年 頃 に は1平 方 キ ロメ ー
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トルの人口密度は100に 達 していた。...都市における人口増加が停滞す る中でこの増加 した人

口のほ とんどは農村に住んでいた...農 業生産は依然 として前近代的な昔ながらの手法で行わ

れていた...5)生産性の低い農村が過剰な人口を抱えていたわけである。 しかも農産物の価格は

極めて低 く、幾重にも課せられる金納の税を納めると、農民達は自己の最低の生活を支える費

用も残らなかったといわれる。農奴制は1812年 に廃止されていたが、それは制度が変わっただ

けで、農民の生活状態を改善するものではなかった。もし天候不順による不作にでもなれば、

農民達の生活が行き詰まるのは 目に見えていた。人口増による家賃の高騰により、住居を失 う

ものが増え、栄養不良、乞食、人口流失などの社会問題が山積する中で、フランスの7月 革命

の断片的な情報に刺激 されて散発的に起 こる反乱は、直ちに徹底的に鎮圧 された。6)これが

BUchnerが 「ヘ ッセンの急使」を書いたころのヘ ッセン大公国の社会状況であった。

3.Flugschriftと テ ク ス トゾ ル テ

　 Flugschriftは 社 会 的 メ デ ィ ア の 媒 体 で あ る。　Johann　 Schwitallaは 宗 教 改 革 前 期 の

Flugschriftenを 詳 細 に 調 査 し分 析 した7)。 こ の時 代 はFlugschriftが 社 会 的 メデ ィア と して 最

も重 要 な手 段 で あ り、 他 の時 代 と比 べ て 最 も多 く用 い られ た 。Schwitallaは このFlugschrift

とい う高 速 な乗 り物8)で 運 ばれ た テ クス ト資 料 か ら"テ クス トゾル テ"を 抽 出 し、 そ れ を 分 類

す る とい う方 法 で 研 究 した 。

　 こ こで は 「ヘ ッセ ン の急 使 」 の テ クス ト構 成 の考 察 に 、Schwitallaの 分 析 結 果 を 参 考 に す る。

そ のた め まずFlugschriftをSchwitallaが ど の よ うに 定 義 して い るか を 検 討 す る。 彼 は は じめ

か らFlugschriftの 一 般 的 な 定 義 を 与 え る こ とを 断 念 し、 彼 の扱 う対 象 に 限 って 有 効 な定 義 と

断 って い る。 そ の理 由 と してFlugschriftと い う術 語 を 定 義 す る試 み はす で に 多 数 あ る こ と、

た とえ ばK6hlerは170も 集 め て い る こ と9)、 さ らに こ の語 の規 定 に は ・ゲル マ ニ ス トば か りで な

く、 歴 史 学 者 、 神 学 者 の 同 意 も必 要 に な る こ とを あ げ て い る。 私 は 以 前Fehrlo)の 定 義 を 参 考

に した こ とが あ る。Fehrは 法 制 史 学 者 で あ った。　Schwitallaは 宗 教 改 革 前 期(1450-1550)

のFlugschriftenを 対 象 と した 。 従 っ て 以 下 に あ げ る彼 の 規 定 は こ の 時 代 に 成 立 した

Flugschriftenよ り帰 納 的 に 導 か れ た も ので あ る。 さ らに 彼 はFlugschriftの 規 定 は 時 代 的 な枠

が 必 須 条 件 に な る と して い るが 、 これ は た とえ ば 印刷 され た も の とい う条 件 を 考 え た だ け で も

当 然 とい え よ う。

　 以 下Schwitallaの 定 義 を あ げ る。

a)印 刷 され て い る こ と。 一 枚 の用 紙 以上 で 出 回 って い る こ と。

b)最 初 か ら綴 じ られ て い な い こ と、 か つ 表 紙 を備 え て い な い こ と。

c)独 立 した 印刷 物 で あ って、い くつ か の テ クス トが あわ せ て 印刷 され た もの の 一部 で な い こ と。
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d)た とえそれが特定のサークルに向け られたものであっても、字の読めるものなら誰でも、

　 そのFlugschriftを 読んだ り、その朗読を聞いた りすることが出来る、とい う意図のもとに

　 配布 されたもの。

e)目 的 とされ る読者の意図と見解によれば、公共の福祉の最新の、かつ議論されている問題

　 に関わ り、広 く関心を集めているものであ り、社会にとって重要な問題の解決に寄与 しよ

　　うとするもの。

f)こ の社会的な問題に対す る読者あるいは聴衆の態度を確実なものにす る、あるいは変えさ

　 せ ようと意図す る、場合によっては具体的な行動を起こさせる、 あるいはそれを止めさせ

　 ようとする意図を持つ もの。11)

　 こ の定 義 に つ い て 、2,3説 明 を 加 え た い 。a)の 一 枚 以 上 とい う基 準 は 、 何 故 この よ うな

こ とが 必 要 な のか と思 わ れ るか も しれ ない 。 ドイ ツ語 に はFlugschriftに よ く似 たFlugblattと

い う語 が あ る。 両 者 は 独 和 辞 書 な どで は 前 者 は パ ン フ レ ッ ト、 後 者 は ビラ、 ち ら しな ど と異 な

っ た 訳 が 与 え られ て い る場 合 も あ る が 、 一 般 に は 区 別 な しに 使 わ れ て い る。 そ の例 と して

Volker　 Klotzの"Agitationsvorgang　 und　Wirkprozedur　 in　Bttchners>Hessischem　 Landboten

<"12)あ げ た い。 これ は 「ヘ ッセ ンの 急 使 」 の修 辞 法 を 分 析 した先 駆 的 な 、優 れ た論 考 で 、 そ

の後 の研 究 者 に よ って 度 々引 用 され て い る も ので あ るが 、 こ の論 文 中 で は 「ヘ ッセ ン の急 使 」

を 指 して 一 貫 して"Flugblatt"が 用 い られ 、　Flugschriftは 一 度 も使 わ れ て い な い 。 しか し

Flugschriftの 研 究 で は 、 両 者 を 区 別 す る こ とは必 要 で あ る ばか りで な く重 要 な こ と な ので あ

る。Fehrの 定 義 に お い て も一 枚 物 のFlugblattは 庶 民 の読 み 物 で あ り、 知 識 階 級 の人 々は

Flugschriftを 読 む 。 書 物 を 読 む の は学 者 で あ る と説 明 され て い る。 これ はFehrが16世 紀 に 成

立 したFlugschriftとFlugblattの 大 コ レ ク シ ョ ン13)を調 査 した 際 に 述 べ た も の で あ る。

Schwitallaは 一 枚 も のか 、 複 数 頁 か とい うこ とは 、 ど の よ うに テ クス トを 組 み 立 て るか に 、 本

質 的 に 影 響 す る、 とい う点 を 重 視 して い る。 同 じ時 事 的 な問 題 を 取 りあ げ て も、 一 枚 物 で は 、

人 目を 引 くセ ン セ ー シ ョナル な扱 い に な り、 挿 絵(16世 紀 に お い て は 木 版 画)も 多 用 され た 。

スペ ー スが 確 保 され るFlugschriftで は 論 証 的 に テ クス トを組 み 立 て る こ とが 可 能 に な り、 人

目を 引 くとい う機 能 は 二 次 的 な も のに な る。 宗 教 改 革 期 に あ って 対 立 す る 旧教 側 と プ ロテ ス タ

ン ト側 の間 で激 烈 な論 争 が行 わ れ た 。 そ の 最 も重 要 な 手 段 がFlugschriftで あ った 。 こ の時 代

宗 教 論 争 は 決 して 宗 教 上 の問 題 を め ぐって のみ 行 わ れ た ので は ない 。 宗 教 上 の問 題 は 即 政 治 問

題 で あ り、 社 会 問 題 で あ った 。 従 って 重 要 な問 題 を め ぐって の論 争 は 、 個 人 間 で のみ 行 わ れ た

の で は な か った 。 問 題 は公 共 に 関 わ る も の で あ った か ら で あ る。Flugschriftで あ る こ と の要

件 に 印刷 され た も の とい う規 定 が 加 え られ る理 由で あ る。16世 紀 社 会 的 コ ミ ュニ ケ ー シ ョン の

重 要 な手 段 と して 書 簡 が あ った 。 た とえ ば 当 時 プ ロテ ス タ ン トの拠 点 の一 つ で あ った チ ュー リ

一66一



Flugschrift:G.　 BUchnerの 　 「ヘ ッセ ンの 急 使 」 に つ い て

ッ ヒのUlrich　 Zwingliと 彼 が カ ッペ ル の 戦 闘 で 戦 死 した後 、跡 を 継 い だHeinrich　 Bullingerの

も とへ は ヨ ー ロ ッパ 中 か ら様 々 な な問 題 に つ い て 毎 日の よ うに 手 紙 が 届 い た 。 これ らは 何 通 も

書 き写 され 、 重 要 な情 報 源 と して 、 きわ め て 速 や か に他 の地 域 の関 係 者 へ 伝 え られ た14)。 情 報

伝 達 の手 段 と して 近 世 の書 簡 は 、 特 定 の社 会 層 に 限 定 され る とは い え 、 現 代 とは 全 く異 な る機

能 を 持 って い た ので あ る。 書 簡 は 、 コ ピー も含 め て 手 書 きで あ った 。 こ こで 手 紙 に ふ れ た のは 、

Flugschriftの 定 義 で 第 一 に あ げ られ て い た 条 件 が 、 印 刷 され た もの で あ る こ と、 で あ った か

らで あ る。 社 会 的 な伝 達 の機 能 とい う面 で は 共 通 性 を 持 つFlugschriftと 書 簡 は 、 印 刷 され て

い るか 、 手 書 きで あ るか で 、 明確 に 異 な って い る。 さ らに 書 簡/手 紙 は 通 例 特 定 の個 人 宛 に 書

か れ る。 印刷 物 の場 合 受 領 者 は 不 特 定 多 数 が 前 提 と な る。 テ クス ト構 造 に 根 本 的 な相 違 が 生 じ

るで あ ろ う。

　 19世 紀 に 成 立 したFlugschriftの 考 察 にSchwitallaの 定 義 を 参考 に す るの は 、 定 義d,　e,　fが

あ げ られ て い るか らで あ る。 定 義a,b,　 cがFlugschriftの 外 的 な条 件 を 規 定 して い る のに 対 し

て 、d,　e,　fは 書 き手 の 「意 図」 を 問 題 に して い る。 こ こ に抽 出 され た16世 紀 のFlugschriftの

書 き手 の意 図 は19世 紀 のFlugschriftの 場 合 に お い て も本 質 的 に 適 合 す る 、 と考 え られ る。15)

初 期 新 高 ドイ ツ語 読 本 を 編 纂 したReichmann/Wegeraも テ クス トの分 類 に 「意 図 」 を 中 心 に

す る こ と の有 用 性 を 述 べ て い る。16)

　 私 は 外 的 な条 件 、 定 義b,cは 異 な る時 代 に あ って は 変 更 され る余 地 が あ る と考 え て い る。 た

だ こ こで は そ の変 更 を 具 体 的 に 示 す だ け の資 料 を 扱 わ ない ので 、Bttchnerの 場 合 に 関 して はb

を 除 外 す る、 とい うこ とに して お きた い 。

　 上 述 の よ うにSchwitallaはFlugschriftの 定 義 に は 時 代 を 限 定 す る こ とが 必 要 だ と した 、 そ

の観 点 か らは 、19世 紀 のFlugschriftに16世 紀 のFlugschriftenに 対 して 与 え られ た 定 義 が 応 用

で き るか とい う疑 問 が 生 じるか も しれ な い。 それ に 答 え るた め に はBttchnerの 時代 の ドイ ツ、

あ る い は ヘ ッセ ンの 社 会 状 況 につ い て考 察 す る こ とが必 要 に な る。 「ヘ ッセ ンの急 使 」 の 研 究

に は 必 ず とい って 良 い ほ ど時 代 背 景 が 説 明 され て い る所 以 で あ る。17)前章 で述 べ た よ うに19世

紀 前 半 のヘ ッセ ン大 公 国 は 産 業 革 命 が 浸 透 せ ず 、 旧態 依 然 た る手 法 で 行 わ れ る農 業 が 経 済 基 盤

の、 ほ とん ど全 て の税 を 負 担 す る農 民 階 級 と、 支 配 者 階 級 が は っ き り分 か れ て い る社 会 で あ っ

た 。19世紀 前 半 の ドイ ツ社 会 は16世 紀 の それ と本 質的 に通 底 す る も のが あ る とい って 良 いだ ろ う。

　 Schwitallaは 宗 教 改 革 期 のFlugschriftenを 分 析 して21の テ クス トゾル テを 抽 出 した 。18)テク

ス トゾル テ を彼 は 「特 定 の 目的 のた め に書 か れ た テ ク ス トの タ イ プ」19)と規 定 す る。 こ こで テ

クス トゾル テは こ の規 定 に 従 う。 なお テ クス トゾル テ の定 義 は まだ 一 義 的 に 定 め られ て い ない 。

す なわ ち テ クス ト言 語 学 の領 域 で テ クス トの分 類 は さ ま ざ まに 試 み られ て い るが 、 最 終 的 な テ

クス ト類 型 は まだ 確 立 され て い ない 。 テ クス ト分 類 の過 程 で テ クス トゾル テが 注 目され て きた

が 、 こ の語 の 日常 語 の 意 味 の"テ クス トの種 類"か ら は、 誤 解 が生 じや す い 。 例 え ば"手 紙"
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は一つのテクス トゾルテと考えられるかもしれない。 しか し手紙を一つのテクス トゾルテとす

ることはテクス ト分類上ほとんど役に立たない。「手紙」 とい う名のもとに実にさまざまなテ

クス トのタイプが考えられるからである。事務的な商業文、近況を知らせる家族間のや りとり、

愛の告白、脅迫文、借金の取 り立て、遺言状等々まだい くらでも挙げられるであろう。「手紙」

は"テ クス トゾルテ"で はなく"テ クス ト形式"な のである。 ドイツ語史の上で初期新高 ドイ

ツ語時代は多 くの新 しいテクス トゾルテの出現で特徴づけられる。20)上述のようにSchwitalla

は初期新高 ドイツ語期においてFlugschriftと いう媒体を用いたテクス トのタイプを考察 し、

21の テクス トゾルテを抽出した。Flugschriftを これまで訳さずに使 ってきたが、 これからは

Schwitallaの 時代的制約による定義をふまえて(政 治的/宗 教的)パ ンフレットとい う表現も

用いることにする。

　パンフレットは書き手が自己の意図を読者に伝えるために用いられた。パンフレットを用い

た宗教改革時代の作者の意図をSchwitallaは まず1)情 報 ・評価、2)要 求 ・促 し、3)論

拠 ・根拠 ・推論、4)社 会関係定義的文書の4つ の領域に大別 し、それぞれに4か ら7の テク

ス トゾルテを帰属させている。以下のそのテクス トゾルテ(TS)を あげる。

1.の 領域:TS　 1マ イナス評価の過去/現 在の行為経過の報告

　　　　　　TS　2　プラス評価の過去/現 在の行為経過の報告

　　　　　　TS　3数 え上げの表(評 価されたテーゼ ・焼き討ちされた城など)

　　　　　　TS　4予 言(前 兆、ユー トピア)

　　　　　　TS　5解 釈(異 常な、超自然的な出来事、奇形児、天の兆候)

　　　　　　TS　6情 報の伝達、教授(学 問的に見いだされた知識の仲介)

2.の 領域:TS　 7指 令(必 要な論拠無 しに、命令者の政治的権力を握る地位からの)

　　　　　　TS　8情 報に支えられた嘆願書、請願書

　　　　　　TS　9明 白な根拠のある請願書(理 論、聖書、神学的/法 的専門知識)

　　　　　　TSIOグ ループを支えるプログラム(グ ループが 目指す、またそのグループを支

　　　　　　　　　える行動の目的、農民の要求、宗教上の信仰告白)

3.の 領域:TSll論 拠付けの教え

　　　　　　TSI2政 治的なテーマなどの判定(対 決無 しの)

　　　　　　TSI3防 御、防衛、守備の文書

　　　　　　TSl4論 拠をあげての対決

4.の 領域　TSI5起 訴、告訴、

　　　　　　TSl6評 価的な報告を伴 う告訴、

　　　　　　TSl7論 拠を伴 う論争

　　　　　　TSI8嘲 笑的な告訴状
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　　　　　　TSI9侮 辱的な告訴状

　　　　　　TS20賛 辞の書

　　　　　　TS21契 約の書

　 16世紀の宗教的/政 治的パンフレットに見られるテクス トゾルテの大部分は19世 紀にも用い

られていたとSchwitallaは 述べている。21)これらを一瞥するだけでも16～19世 紀の宗教的/政

治的パンフレットの性格を窺 うことができるだろう。

4.「 ヘ ッセンの急使」のテクス トの段落構成とその概要

　 「ヘ ッセンの急使」のテクス トの長さはA4の 用紙で40文 字x30行 でll枚 ほどである。さら

に数字を挙げると文字数で約2万5千 、語数で4千3百 、行数は319行 である。コンピュータ

で数えるのだが、文字数と語数は ソフ トごとに違 う数字がでるので概数 しか示せない。この量

は政治的パンフレットとして標準的なものであろう。

　ここで用いているテクス トは ミュンヒェン版Bttchner全 集からのものである。22)テクス トは

この長さでは当然章立ては行われていない。区切 りは2文 字下げることによってのみ示されて

いる。表題、日付、序文、スローガン、 本文のそれぞれの間だけ行あけが行われているが、

本文中には全 く見られない。これから内容を段落ごとに概観するのだが、段落は2文 字下げて

始まるところを一つと数える。「ヘッセンの急使」の優れた説得力はBttchnerが 統計を利用 し

たことにその原因の一つがあるとされている。この統計はまた段落の開始にも利用されている。

Bttchnerの 利用 した統計はヘ ッセン大公国の国家財政である。まず収入があげられ、その後そ

の支出が一項 目ずつ提示され、それを契機に自由に論が展開される。支出の項 目の数字とは直

接関係のない論旨のばあいもある。支出項 目の提示は2文 字下げで書かれ、次の行も2文 字下

げてあるが、この場合は項 目の数字だけを一段落とは数えない。このような数え方で、本文は

23の段落に分けられる。

　このテクス トの特徴として3点 があげられる。聖書の引用、比喩、統計の利用である。ここ

で聖書の引用ない しは聖書を下敷きに した表現は全体で80箇 所におよぶ。

　作者は農民に語 りかける。作者は進歩的な、裕福な自由主義者が観念的な平等を 目指 したの

とは違って、困窮の極みにある農民に真の同情をよせている。その困難な状況を打破するため

に、農民の自覚を促 し自ら行動を起こさせようとする。そのためには農民のことばで語 りかけ

なければならない。それが聖書のことばであった。また農民が抑圧された状態を打破する根拠

も聖書であった。従って聖書からは引用のみでなく聖書の語 り口を学び取ることが必要であっ

た。それが農民の唯一の言葉であったからである。Bttchnerは 支配者階級が、農民達には理解

できない、彼 ら独 自の言葉で話す ということを鋭 く指摘 している。23)聖書か らは直接の引用ば
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か りで な く聖 書 に 由来 す る表 現 が 多 用 され て い る。 そ れ が80ヵ 所 とい う数 字 に 表 れ て い る。 以

下 段 落 ご とに 内容 を概 観 す る。

　 テ クス トは まず 前 置 きか ら始 ま る。 これ はWeidigが 書 い た も ので あ る こ とが 、 確i認され て

い る。 こ の前 置 き は第2版 で は 削 除 され た 。Schaubは こ の前 置 き は 当時 の不 条 理 な 状 況 を 簡

潔 か つ 的 確 に 表 現 して お り優 れ た 導 入 だ と して い る。 こ の よ うな前 置 きが 必 要 に な る社 会 の矛

盾 を 浮 か び 上 が らせ るか らで あ る。 テ クス ト構 成 に と って 重 要 な段 落 の取 り方 は 、 オ リジ ナル

のパ ン フ レ ッ トを 見 る こ とが で き ない ので 、BUchner全 集 と して 現 在 最 も よ く利 用 され て い る

Mttnchen版 の 「ヘ ッセ ンの急 使 」 の テ クス トを用 い た。 この全 集 の初 版 は1988年 、 現 在 で は

2002年 発 行 の、 第9版 が 出回 って い る。 こ こで は 「ヘ ッセ ン の急 使 」 の テ クス トは 第1版 と第

2版 が 対 比 され て 、 す なわ ち左 頁 と右 頁 に そ れ ぞ れ の版 の テ クス トが 行 ご とに 対 応 す る よ うに

印刷 され て い る。 これ はSchaub以 来 の伝 統 と考 え られ る。 細 部 に わ た る異 同が 明示 され て い

るが 、 こ こで は 二 つ の版 の比 較 を 目的 と して い ない ので 、 第 一 版 のみ を 対 象 と して い る。 テ ク

ス トが 前 置 きか ら始 ま って い る こ とは 先 に 述 べ た 。 そ れ か ら一 行 あ け て ス ロー ガ ンが くる。 こ

れ は パ ン フ レ ッ トの ス ロー ガ ン と して は 最 も有 名 な も の の一 つ で あ ろ う。

こ こに 「ヘ ッセ ン の急 使 」 の 冒頭 の部 分 を 引 用 す る:

「ヘ ッセ ン の急 使24)

第 一 便

ダ ル ム シ ュ タ ッ ト、1834年7月

前置き

　これはヘ ッセン領邦に真実を伝えるものである。 しか し真実を述べるものは死刑に処される。

それどころか真実を読むだけの者も偽誓者の裁判官によって罰せられるかもしれない。それ故

にこの文書を入手 した者は、以下のことに注意 しなければならない。

1.あ なたはこのビラを慎重に家の外におき、警察の目に触れないように しなければならない。

2.あ なたはこのビラを本当に信頼できる友人にだけ渡すこと。

3.本 当に信頼できるかどうか、自信の持てない人に対 しては、密かに配布すること。

4.万 一このビラがそれを読んだ者のところで発見されたならば、その人は ビラを地域の治安

　　局に届けようとしているところだと言いなさい。

5.ビ ラが、読んでいない者のところで発見された場合、もちろんその人には何の責任もない。

あばら屋に平和を!宮 殿に戦争を!」25)
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ここから段落ごとに簡単に内容を要約 して行 く。(D段 落の略字)

D1

　本文は聖書の創世記を下敷きに した以下の文で始まっている:

　 rl834年 はあたかも聖書の嘘が白日のもとに曝されたかのようである。神は(天 地創造の)

5日 目に百姓 と手職人を、　 6日 目に君主や上流人士達を創られ、そして後者に 「地を這 う全

ての生き物を支配せよ」と命 じられたかのようである。百姓や手職人はまるで地を這 う虫と同

等に数えられたのだ。」26)

　GroReは 聖書について 「聖書は話 しかけられた読者の書物であ り、彼らにとって権威あるも

のであ り、その言葉は彼らの親 しみ深いものである。聖書は彼らの世界、社会、人間の運命に

ついての考えや態度に決定的な影響を持つ ものである」と述べている。27)この聖書を利用して

Bttchnerは 上記のように書き始める。非現実話法の接続法]1式 で書かれているが、聖書が嘘を

ついたかのようである、とい う表現が読者に与える衝撃は大きい。Bttchnerは"es　 sieht　aus"

を短い間隔で繰 り返すことによって聖書の記述と自分たちの置かれている現実をつきあわせ、

検証することを読者に要求する。1834年 とい う現実の年代が読者に、否応なく自分の置かれて

いる状況を自分で判断させる。それまで聖書は支配者が自分たちの権威を維持するための道具

であった。これを作者は農民に返 し、天地創造の記述に反 して、人間のもとでの平等が一握 り

の人間が支配者に成 り上がることによって、失われていることを認識させる。Bttchnerの 意図

は読者に現実を聖書の記述と比べて、批判的な基準ではかることを要求することにある。

D2

　ここでヘ ッセン大公国の国家財政の統計28)が引用され、その総額が示される。数字が明示さ

れることによってその信頼性が高まっている。この額は国民の血税であること、それは国家の

名による搾取であることが教示され、ここから国家とは何かが、説明される。国家の秩序を保

つとい う名 目で政府が全国民を搾取の対象に しているとい うのである。この政府とい う組織に

連なる支配者階級の人 々を数 え上げることによって、迫力のあ る文体が生 まれている。

Bttchnerは 国民に養 ってもらいながら、国民を搾取する支配者階級を厳 しく非難する。

D3-D7

　内務と法制の省にllO.607グ ルデン

　この段落から支出の項 目が提示される。ここでは法とい うものが庶民にとって何であるか語

られる。何世代にもわたって雑然と積み重ねられた、理不尽な代物。殆ど外国語で書かれてい

るために庶民には理解不能な支配者の搾取の道具、とBttchnerは 極めて激 しく法制を批判す
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る。法は君主の娼婦であ り、国民が正義を求めて法にたよれば、膨大な費用がかかること、最

も不正をはたらいている国を訴えれば、どうなるか、国家による弾圧を招 くのみ、と糾弾する。

D8

　財務省への支出は1551.502

　財務大臣を頂点とする税務官から徴税取 り立て人まで一連の役人達への給与がこれで支払わ

れる。取 り立て側はフロックコー ト姿で会議の席に着き、農民達は裸で彼らの前で身を屈めて

いる。役人どもは農民達をまるで家畜を値踏みするように扱 う。彼らの目的はただ一つ、まだ

どれ くらい取 り立てられるかとい うことだ。

D9

　軍隊への支出

　貧乏人の息子達に派手な軍服を支給 し、そ して暴君に忠誠を誓わせる。彼らの棍棒は、自分

たちと同じ階級の人民が、自分たちもまた自由な人間だなどと考え始めようものなら、その頭

を打ち砕 くのに使われる。軍隊が抑圧の道具であること、兵士達は貧乏人の子供達であること

から、反乱を鎮圧する兵士は兄弟殺 しや父親殺 しになるとい う矛盾が示される。

DlO

　年金48,000グ ルデン

　この段落は極めて短い。役人達の老後は年金によって安楽な生活が保障されている。彼らが

国家に忠実に仕えた、とい うことは秩序と法と称するところの規則的な搾取を熱心に行ったと

い うことだ。被抑圧者から取 り立てた年金が、抑圧者のものであることを、Bttchnerは 繰 り返

し指摘する。

Dll

　国務省と枢密院への支出174,600グ ルデン

　この段落においてBttchnerは この数字を直接説明していない。宮廷の戯画的な描写を引き

出すきっかけとして用いている。「一番たちの悪いならず者は、 ドイツの至る所で、君主の最

も身近にいる連中である」29)から始 まって宮廷人の生態が描写 されている。彼 らの行動は自ら

の意志に基づ くものではなく、他人に操られている、とい うのである。操 り人形のたとえによ

ってBttchnerは 君主の神聖不可侵性が虚偽のものであることを示 している。 ドイツにおける

"お上"に 従順に
、権威に絶対服従するという伝統は宗教改革期にかえって強化 されたが、こ

の権威の象徴である君主が主体のない操 り人形だと指摘することによって、国民がお上に服従
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しなければならない根拠を打ち破っている。宮廷費828,827グ ルデンを負担する理由はないこ

とになる。この段落ではこの数字をあげることが主な目的となっている。

Dl213　 ,

　引き続き宮廷の腐敗が描かれる。Dl2で は大公殿下 といえども人の子 として生 まれ、死ぬ点

ではまった く普通の人間 と変わ らないことが以下のように描写 されている:「_そ れは腹が空

けば食べ、まぶたが重た くなれば寝る。見よ、それは君たちと同じように、裸でふにゃふにゃ

の体でこの世に生まれ、君たちと同じように、死ねば硬直した体を、担がれる_」30)その人間

が大公とい うだけで、頭文字だけのサインで抑圧機構を作動させる。

　Dl3で は君主を崇拝することは偶像崇拝 と変わらない と、 ワニを神 として崇めたあげ く、そ

の神に食いちぎられる例を引いて警告する。

Dl4

　貴族階級(Landstande)に 対する支出16.000グルデン

　この数字は前の段落と同様ここでは何 も説明されていない。Landstandeと い う言葉から、

1789年にフランス人民が立ち上が り王と王制に寄生する貴族階級を倒 したフランス革命が語ら

れる。出生や財産の有無とは関係なく全ての人は平等である、とい う1789年人民議会で採択さ

れ、1791年 の憲法に取 り入れられた 「権利宣言」の思想が熱意を持って語られている。

Dl5

　フランス革命のその後の経過、すなわち恐怖政治、王の処刑に恐れをなした諸外国の干渉、

ナポレオンの台頭、王政復古の経緯が説明され、19世 紀初頭のヨーロッパ諸国における革命的

な動きが語られる。民衆の怒 りをおそれた王達は譲歩すると見せかけて、憲法の制定を約束 し

たが、その中身は偽 りであることを指弾 している。

Dl6

　Bttchnerは ドイツ各領邦土における見せかけだけの憲法を激 しく非難する。選挙で選ばれた

議員による議会といっても、極めて厳 しい経済上の条件で制約された選挙人と被選挙人による

選挙では不平等は全 く解消されない。

Dl7

　前の段落でフランス革命後ヨーロッパ中に広がった革命的な動きが語られたが、 ドイツは依

然として惨めな状態にあることが訴えられている。暴君は悪魔にたとえられる。唯一の神だけ
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が存在 し、自らを主権者、最高位者、神聖に して不可侵と称するような君主を承認するような

神はいないこと。悪魔が神のものであるとい う意味においてのみ、暴君は神のものである。暴

君の横暴を許すことは、悪魔につかえることであって、神に背 くことである。

Dl8

　この段落か ら極めて高い確i率で、Weidigに よる加筆の部分とされている。 まず ドイツの現

状が語られる。Weidigはi理 論を振 り回す ような進歩的自由主義者 と違 って、農民に真の同情

をよせ、彼らとの共闘を真剣に考えていた、本当の意味での民主主義者だ31)とされているが、

また熱烈な皇帝主義の愛国者でもあった。領邦君主達が理想的な皇帝を没落させたのだと考え

ていた。その結果 ドイツ帝国はぽろぽろに朽ち果てている、ととらえる。神と自由に離反 して

いた ドイツ人を神は しばらく見放 していたが、それも終わるときが来た。人々が自覚 し神に立

ち戻るならば、神は ドイツ人に自由な社会を実現する力を与えるであろう。この段落から、最

後にかけて預言とい う新 しいテクス トゾルテが表面に出て くる。 しか しこれは現世における理

想的な社会の実現で、来世におけるパラダイスを約束するものではない。この預言は以降の段

落でさらに具体的に語られる。

Dl9

　 バ イ エ ル ン王 ル ー トヴ ィ ッ ヒが 暴 君 の例 と して 、 戯 画 化 され て 描 か れ て い る。

D20

　エゼキエル書37章 の白骨の野を例に取 り、それが再生する様子が語られる。

D21

　 ドイ ツは 今 日30人 も の領 邦 君 主 達 に よ って 搾 取 され 、 ひ か らび き って い る。

語 って い る よ うに 必 ず や 再 生 の時 は くる。

しか し預言者が

D22

　君主達が武力で民衆を脅そ うとも、その刀は自分自身を滅ぼすだろう。 ドイツはいまや死体

の荒野だがそれはパラダイスになるだろう。民衆が神が指導者を通 して送る合図を受け止め、

立ち上がるならば。

D23

　独裁者を倒 し、労働の果実を自分たちで享受 しよう。最後は神への祈 りで締めくくられている。
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5.お わ り に

　 23の 段 落 ご とに で き るだ け 簡 略 に 「ヘ ッセ ン の急 使 」 の 内容 を概 観 した 。 そ の結 果 こ の テ ク

ス トはSchwitallaの 分 類 で い え ば 、主 な領 域 と して は情 報 ・評 価 に該 当す る。 そ の 中 でTS　 2

とTS　 5以 外 の テ クス トゾル テが 観 察 され た 。

　 こ の論 文 で はBttchnerの 修 辞 は 扱 わ なか った。 多 くの 研 究 者 は こ の テ クス トの言 語 上 の魅

力 と迫 力 を 認 め て い る。 しか し政 治 的 パ ン フ レ ッ トの重 要 な機 能 が 人 々を して 、 具 体 的 な社 会

的 行 動 を 取 らせ る こ とに あ る とす れ ば 、 こ のパ ン フ レ ッ トは 全 く無 力 で あ った 。 これ は も ち ろ

ん 社 会 的 環 境 に も よ る と ころ が 大 きい 。 第 一 版 は 配 布 す る前 に大 部 分 が 没 収 され て し まい 、

実 際 に は ほ とん ど人 手 に わ た ら なか った とい わ れ る。 また パ ン フ レ ッ トの前 書 きに あ る よ うに 、

読 む 前 に 警 察 に 届 け られ た も の も少 な くなか った で あ ろ う。 しか しこ のパ ン フ レ ッ トの言 葉 の

力 か ら見 れ ば 、 も っ と人 を 動 か して も 良か った ので は ない か と も思 わ れ る。 こ こで 農 民 戦 争 時

代 のFlugschrift「 十 二 箇 状 」32)を想 い 出 さ ざ るを え な い。 この パ ン フ レ ッ トにつ い てBlickle

は 「も し十 二 箇 条 が なか った な らば1525年 の農 民 戦 争 は 、 この よ うな形 で は 起 こ りえ なか っ

た で あ ろ う」33)と書 い て い る。 この パ ン フ レ ッ トは ま さ し く農 民 を 大 量 に動 か した の で あ る。

た とえ そ れ が 農 民 の虐 殺 とい う悲 惨 な結 果 に 終 わ った とは 言 え 。 こ のパ ン フ レ ッ トは なん とい

って も言 葉 の率 直 さ と簡 潔 な文 体34)が 際 だ って い るば か りで な く、 農 民 の要 求 と、 取 るべ き行

動 が 明確 に 示 され て い る。Flugschrift「 ヘ ッセ ンの 急使 」 は そ の 点 が 欠 け て い た と言 え る と思

う。 しか し言 葉 の力 は永 続 す る。Flugschrift「 ヘ ッセ ンの 急 使 」 は 現 代 も、 しか も多 くの人 に

読 まれ 続 け て い る。

注

1)Friedrich　 Ludwig　 Weidig(1791-1837):Gie£enで 神 学 を 学 ぶ 。 ラ テ ン語 学 校 の 副 校 長 、 校 長 を 務 め る

　 傍 ら、 牧 師 、 説 教 師。 ヘ ッセ ンに お け る反 体 制 派 的 政 治 運 動 の指 導 者 の一 人 。 「ヘ ッセ ン の急 使 」　の

　 第2版 を 出 版 。

2)文 献3,4,7お よびBrockhaus　 Enzyklopadieな どか ら筆 者 が ま とめ た。
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 小　 野　 光　 代

8)FlugschriftはFlug(飛 ぶ こ と)とSchrift(文 書)の 合 成 名 詞 で 、16世 紀 に お い て も迅 速 に 各 地 へ 出
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22)文 献14.

23)文 献14.S.40.
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